
①循環型社会への移行
自然との共生

②まちづくり等の
リデザイン

③環境共生型の
再生可能エネルギー

④産業構造の転換
⑤人材の育成と

オープンイノベーション

《駿河湾横断広域地域循環共生圏》　

【Ｒ５年度認定】　　　　　　　　　　　　　　　　（藤枝市、南伊豆町、松崎町、西伊豆町）

取組
内容

○再生可能エネルギーの地産地消の推進
　・間伐材を活用したバイオマス発電等施設の整備と地域商社設立による長期的運営
　・公共交通、公用車等のＥＶ化とＥＶ車両の災害時移動電源利用
　・伊豆西南海岸地域で創出した再エネ由来電力を、藤枝市の工業団地で利用
　・電力流通により創出した資金をもとに、伊豆西南海岸地域の持続可能な観光・交
　　通システム構築を推進

○持続可能な観光の展開
　・エコツーリズムや地域食材・文化を活かした観光等の推進
　・ＥＶ化した公用車等のカーシェアサービスの導入
　・デジタル地域通貨の利用拡大やMaaS導入によるシームレスな観光体系の実現

○誰もが移動できる体制の確保
　・公共交通のオンデマンド化やＧＳＭの導入の推進
　・公共交通の貨客混載化による過疎地域での移動・物流体制の一体的改善

循環
拠点
区域

【産業拠点】　・（仮称）内谷地区工業用地

主な取組のスケジュール Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

（仮称）内谷地区工業

用地整備事業
　 　 　 　 　

（仮称）西伊豆木質バイオマス
発電施設整備事業

　 　 　 　 　

基本設計等

実施設計

用地造成工事

事業化調整 地域商社設立等
施設整備

施設の運営

【目指す姿】離れた地域が支え合い、一体となってカーボンニュートラルを推進する自立・
      分散型地域

【推進体制】
　　　○伊豆西南海岸観光誘客推進協議会

　　　　　（南伊豆町、松崎町、西伊豆町）

　　　○カーボンニュートラルに向けた連携協定（仮）

　　　　　（南伊豆町、松崎町、西伊豆町、藤枝市、企業等）

【位置図】 【循環のイメージ】

藤枝市

既存拠点

循環拠点区域

【推進区域】

 高田地区工業団地

伊豆西南海岸地域
（南伊豆町、松崎町、西伊豆町）

藤 枝 市

電力流通
産地指定

「地域活性化資金」の還元
●卸電気事業者と発電事業者との協力により
 電力使用料の一部※を発電地域に還元する
 ことで発電事業者と地域の良好な共生関係
 を構築（※1kWhあたり約0.15円）

西伊豆町

松崎町

南伊豆町

●再エネ由来電力の創出

●工業団地における再エネ
 由来電力の利用促進
 ・(仮)内谷地区工業用地(新規)
 ・高田地区工業団地

●持続可能な観光・交通システム
 構築
 ・エコツーリズム等の推進
 ・公用車等のカーシェア導入
 ・公共交通のオンデマンド化

●再エネの地産地消
 ・木質バイオマス発電施設整備
 ・公用車・公共交通のEV化と災害時
  移動電源利用

【産業拠点】

（仮称）内谷地区工業用地

電力流通を通じた
連携・補完

電力
活用


